
群馬労働局の取組 トピックス
（事業者のための労働トピックセミナー、女性労働者の母性健康管理、年次有給休暇取得促進）

発信者 雇用環境・均等室

〇群馬労働局の取組をトピックスで紹介します。お役立ち情報を載せていますので、ぜひ貴法人・機関、会員の
皆様にもご活用いただけるようお願いいたします。この情報は群馬労働局HP（新着情報）にも掲載しています。

〇ご不明な点は、雇用環境・均等室までお問い合わせください。（027-896-4739）

厚生労働省 群馬労働局 雇用環境・均等室

① 事業者のための労働トピックセミナーを開催いたします！



【新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について】

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の対象期間が、令和4年
3月31日まで延長されました。

《母性健康管理措置とは》
男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指

導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、
その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが
事業主に義務付けられています。

《新型コロナウイルス感染症に関する措置について》
妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等に

おける新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレ
スが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導
を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要
な措置を講じなければなりません。

※母性健康管理等の内容については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/index.html

【母性健康管理措置等に係る特別相談窓口について】

母性健康管理措置等に係る特別相談窓口の開設期間が、令和4年3月31日まで
延長されました。

《母性健康管理措置等に係る特別相談窓口とは》
新型コロナウイルス感染症への感染について、不安やストレスを感じたり、

通勤や働き方でお悩み、お困りの妊婦の方を対象に、相談に対応しています。

※特別相談窓口電話番号： 027－896－4739（群馬労働局雇用環境・均等室）
※詳細な内容については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000772718.pdf

【新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に関する助成金
について】

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、
安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規
雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇（年次有給休暇を除く。）を取得させた企業に対する助成
金です。

※支給要件や申請に必要な書類等詳細な内容については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

《休暇制度導入のための助成金》
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による
休暇制度導入助成金

《休暇取得支援のための助成金》
両立支援等助成金（新型コロナウイルス感染症に関する
母性健康管理措置による休暇取得支援コース）

厚生労働省 群馬労働局 雇用環境・均等室

② 女性労働者の母性健康管理等について！



厚生労働省 群馬労働局 雇用環境・均等室

③ ほっと一息 ゆっくり休めば この春がもっと楽しくなる

＜群馬労働局の取組 トピックスコーナー＞

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/topics.html

トピックスのバックナンバー
はHPを見てね！

【事業主の皆様へ】

現在新型コロナウイルス感染症対策として実践している、新しい働き方・休み
方をこれからも続けていくためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資す
る年次有給休暇の計画的付与制度（※１）や、労働者の様々な事情に応じた柔軟
な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度（※２）の導入が効果的
です。詳しくは、「群馬労働局雇用環境・均等室 働き方・休み方改善コンサル
タント（社会保険労務士）」にお問い合わせください。

（※１）年次有給休暇の付与日数のうち、５日を除いた残りの日数については、
労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。この
制度を導入している企業は導入していない企業よりも年次有給休暇の平均取得率
が高くなる傾向にあります。令和３年就労条件総合調査によると、年次有給休暇
の計画的付与制度がある企業割合は46.2％と、約半数の企業が制度を導入してお
り、令和元年と比較すると約２倍となっています。

（※２）年次有給休暇の付与は原則１日単位ですが、労使協定を締結すれば年５
日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。

<働き方・休み方改善ポータルサイト>
https://work-holiday.mhlw.go.jp/

<年次有給休暇取得促進特設サイト>
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/topics.html

